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○松本市個人情報保護条例 

令和４年１２月１６日 

条例第３８号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、自己の個人情報に関する開示請求等の権利を保障するとともに、個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）の施行に関し

必要な事項を定めることにより、より公正で民主的な市政の実現を図り、もって基本的人

権の擁護に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平

成１５年政令第５０７号。以下「政令」という。）で使用する用語の例による。 

２ この条例において、実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。 

（個人情報の取得等における実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、個人情報を取得するときは、可能な限り本人から取得するよう努める

ものとする。 

２ 実施機関は、次に掲げる場合を除き、要配慮個人情報を取得しないよう努めるものとす

る。 

（１） 法令の定めがあるとき。 

（２） 個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）の目的を達成す

るために当該情報が欠くことができないものであると認められるとき。 

３ 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去

しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、こ

の限りでない。 

４ 実施機関は、個人情報取扱事務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いを確保す

るため、必要な研修を行うものとする。 

（個人情報保護制度審議会の設置等） 

第４条 個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、松本市個人情報保護制度

審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、委員５人で組織する。 
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３ 委員は、有識者のうちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

（審議会への諮問） 

第５条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要と認めるときは、審議

会に諮問することができる。 

（１） この条例の規定を改正し、又は廃止する場合 

（２） 法第６６条第１項の規定により講ずる措置に係る運用上の細則を定める場合 

（３） 前号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の

細則を定める場合 

（４） この条例の運用に関し、意見を聴くことが特に必要と認める場合 

（審議会への報告） 

第６条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその内容を審議会に

報告するものとする。 

（１） 本人以外の者から個人情報を取得したとき。 

（２） 要配慮個人情報を取得したとき。 

（３） 前条の規定により定めた細則に基づき、具体的な措置を講じたとき。 

（４） 法第６１条第３項の規定により、利用目的を変更したとき。 

（５） 法第６９条第２項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自

ら利用し、又は提供したとき。 

（６） 法第７５条第１項の規定により、個人情報ファイル簿を作成したとき。 

（７） 法第１０９条第１項の規定により、行政機関等匿名加工情報を作成したとき。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、この条例の運用に関し、特に必要であると認めると

き。 

（審議会による調査等） 

第７条 審議会は、実施機関による法の具体的な運用について調査し、特に必要であると認

めるときは、実施機関に個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意

見を述べることができる。 
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（会長） 

第８条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第９条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（費用の負担） 

第１０条 法第８７条第１項の規定により写しの交付を受ける者は、規則で定めるところに

より、実費の範囲内において当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければなら

ない。 

（開示請求に係る手数料） 

第１１条 法第８９条第２項の規定により条例で定める手数料の額は、零とする。 

（行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料） 

第１２条 法第１１９条第３項の規定により条例で定める手数料の額は、２１，０００円に

次に掲げる額の合計額を加算した額とする。 

（１） 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間１時間までごとに３，９５０円 

（２） 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託を

する場合に限る。） 

２ 法第１１９条第４項の規定により条例で定める手数料の額は、次の各号に掲げる行政機

関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

（１） 次号に掲げる者以外の者 法第１１５条の規定により当該行政機関等匿名加工情

報の利用に関する契約を締結する者が法第１１９条第１項の規定により納付しなけれ

ばならない手数料の額と同一の額 

（２） 法第１１５条（法第１１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

り当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 １２，６００円 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
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定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前にこの条例による改正前の松本市個人情報保護条例（以下「旧条例」という。）

第１５条、第２６条又は第３３条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定す

る自己の個人情報の開示、訂正又は利用停止については、なお従前の例による。 

３ 旧条例第２４条第２項の規定による写しの交付を施行日以後に受ける者が負担する費

用は、この条例による改正後の松本市個人情報保護条例（以下「新条例」という。）第１

０条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第２条第４号に規定する実施機関の職員若しくは実施

機関の職員であった者又は旧条例第１３条第２項に規定する受託業務等に従事している

者若しくは従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された旧

条例第５０条第２項に規定する個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工

したものを含む。）を施行日以後に提供したときは、２年以下の懲役又は１，０００，０

００円以下の罰金に処する。 

５ 前項に規定する者が、施行日前にその業務に関して知り得た公文書に記録されている個

人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用し

たときは、１年以下の懲役又は５００，０００円以下の罰金に処する。 

６ 前２項の規定は、本市の区域以外の区域においてこれらの項の罪を犯した者にも適用す

る。 

７ この条例の施行の際現に旧条例第４０条第１項の規定により設置されている松本市個

人情報保護制度審議会（以下「改正前の審議会」という。）は、新条例第４条第１項の規

定により設置される審議会とみなす。 

８ この条例の施行の際現に旧条例第４０条第４項の規定により改正前の審議会の委員に

委嘱されている者は、新条例第５条第３項の規定により審議会の委員に委嘱されたものと

みなす。この場合において、委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、旧条例第４

０条第５項の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

９ この条例の施行日前において旧条例第４０条第４項の規定により審議会の委員に委嘱

された者に係る同条第７項の規定による義務については、なお従前の例による。 
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１０ この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（松本市情報公開条例の一部改正） 

１１ 松本市情報公開条例（平成１３年条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

第８条中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次

に次の１号を加える。 

（３） 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６０条第３項に規

定する行政機関等匿名加工情報（同条第４項に規定する行政機関等匿名加工情報ファ

イルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。）

又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第１項に規定する保有個人情報か

ら削除した同法第２条第１項第１号に規定する記述等若しくは同条第２項に規定す

る個人識別符号 

（松本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正） 

１２ 松本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年条例第４６号）

の一部を次のように改正する。 

第９条中「松本市個人情報保護条例（平成３０年条例第２号）第１３条第１項に規定す

る協定等」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条及び第

６７条の規定、公の施設の管理運営に関する基本協定書の規定等」に改める。 

（松本市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

１３ 松本市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成２８年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２号中「松本市個人情報保護条例（平成３０年条例第２号。以下「個人情報保

護条例」という。）第３８条第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第１０５条第３項において準用する同条第

１項」に改め、同条第４号を次のように改める。 

（４） 保有個人情報 個人情報保護法第７８条第１項第４号、第９４条第１項又は第

１０２条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個

人情報（同法第６０条第１項に規定する保有個人情報をいう。）をいう。 

第３条第１項各号列記以外の部分中「条例」を「条例等」に改め、同条第２号を次のよ

うに改める。 

（２） 個人情報保護法第１０５条第３項において準用する同条第１項 

第８条第１項及び第３項並びに第１０条中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。 
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